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令和6年度塩竈市国民健康保険特別会計当初予算 P1
第3期データヘルス計画・第4期特定健康診査等実施計画 P2
国民健康保険の届け出／後期高齢者医療制度のしくみ P3
産前産後期間の国保税軽減について／
　高額介護合算療養費制度 ／ 国民健康保険税納税通知書 P4
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　該当世帯には、４月中旬から順次「お知らせ」を送
付します。同封の申請書を提出してください。
　なお、令和４年８月～令和５年７月の間に住所変更
された方や医療保険に変更があった方、死亡された方
がいる世帯には、「お知らせ」を送付できない場合が
あります。該当すると思われる方は、問い合わせくだ
さい。

手続き

高額介護合算療養費制度
　医療保険と介護保険における自己負担額の合算が
高額となった世帯の負担軽減を図る制度です。
　世帯内で同じ医療保険に加入する方全員の令和４
年８月１日から令和５年７月31日までの１年間の医
療保険と介護保険の自己負担額の合計が、限度額を
超えた場合に、その超えた額を支給します。

※障害者医療助成の受給者で、高額介護合算療養費
が支給される場合、すでに支給した助成金は返納
いただきます。対象者には通知を送付いたします。

産前産後期間の国保税軽減について
　令和６年１月から開始した制度です。産前産後期間４カ月分の国保税（均等割、所得割）が軽減されます。
令和５年11月以降出産された方、今後出産予定の方が対象です。該当する方は届け出をお願いします。
必要書類などは市ホームページを確認ください。

介護保険について　　 問 高齢福祉課介護保険係☎364-1204
国民健康保険について 問 保険年金課給付年金係☎355-6503
後期高齢者医療保険、障害者医療費助成について
　　　　　　　　　 問 保険年金課医療係☎355-6519

制度概要について　　　問 保険年金課保険企画係☎355-6497
軽減の手続きについて　問 税務課諸税係☎355-5916

なのっちー

【前年度当初予算との比較】
・国保事業費納付金や保健事業費等に充てられる国保税は、被保険者数の減少見込等により、179万(0.2％)の
　減となっています。歳入・歳出の収支差分は財政調整基金を充当しています。
・保険給付費は、医療の高度化や高齢化などの影響で、2億8,889万円(7.0％)の大幅な増となっています。
・予算全体では、2億4,490万円(4.3％)の増となっています。

歳入
59億9,390万円

一般会計繰入金
4億999万円
(6.9％)

基金繰入金
3億167万円
(5.0％)

国民健康保険税
7億8,397万円
(13.1％)

保険給付費
44億2,458万円
(73.8％)

国保事業費納付金
13億5,039万円
(22.5％)

保健事業費
1億1,317万円
(1.9％)

その他
4,330万円
(0.7％)

その他
1,408万円
(0.2％) 総務費

6,246万円
(1.1％)

歳出
59億9,390万円

国・県支出金
44億8,419万円
(74.8％)

出産育児一時金、葬祭費
655万円（0.8%）
(1人当たり663円)

皆さんに納めていただく国保税の使い道

国保事業費納付金（※）
6億7，776万円（86.5%）
(1人当たり68，585円)保健事業費（健診、保健指導など)

9，966万円（12.7%）
(1人当たり10，085円)

国保税
7億8，397万円

（1人当たり79，333円）
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国民健康保険税（暫定賦課）納税通知書を
4月中旬4月中旬 に送付します

問 税務課諸税係☎355-5916

本徴収　令和5年1～12月の所得を基に計算した
　　　　税額から仮徴収税額を差し引いた額仮徴収　令和６年２月(令和５年度)の税額と同額

暫定賦課　令和５年度の税額を基に計算 本算定賦課　令和5年1～12月の所得を基に計算した税額
　　　　　　から暫定賦課額を差し引いた額
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　国民健康保険税を普通徴収(納付書や口座振替)で納付されている方には4
月中旬に「国民健康保険税(暫定賦課)納税通知書」を、特別徴収(年金から
差し引き)で納付されている方には4月中に「仮徴収税額通知書」を送付し
ます。
　なお、令和6年4月以降に加入した方には7月に本算定賦課の納税通知書
を送付します。

　国民健康保険税の計算には、
加入者全員と、世帯主の所得
の申告が必要です。
　申告がお済みでない方は、
所得がない場合でも申告して
ください。

国民健康保険税の納付方法と納付月

源ねりかま

（※）国保事業費納付金は、国保被保険者の医療費の財源となる「医療分」、後期高齢者医療制度を支える「支援金分」、
介護保険制度を支える「介護分」で構成され、県に納付されます。

　　　納付金の財源は、国保税のほか国・県支出金や一般会計繰入金を充て、不足分（2億5,857万円）は国保財政調
整基金を取り崩して対応する予算となっています。


